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たむらAnnouncement たむらAnnouncement

　
年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
方

は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め

ま
す
。
口
座
振
替
に
す
る
と
、
納

め
る
手
間
が
か
か
ら
ず
、
納
め
忘

れ
も
な
く
な
り
ま
す
。
希
望
す
る

方
は
、
金
融
機
関
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
納
期
限
前

で
あ
れ
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
納
付
、
ス

マ
ホ
決
済
も
で
き
ま
す
。

　

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の

方
は
、
年
6
回
の
年
金
定
期
支

払
い
の
と
き
、
そ
の
受
給
額
か

ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
（
老
齢
福

祉
年
金
、
恩
給
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
）。
た
だ
し
、
次
の
よ
う

な
場
合
は
、
特
別
徴
収
に
切
り

替
わ
る
ま
で
一
時
的
に
普
通
徴

収
（
納
付
書
な
ど
で
納
め
る
方

法
）
で
納
め
ま
す
。

■
年
度
の
途
中
で
65
歳
（
第
１
号

被
保
険
者
）
に
な
っ
た
と
き

■
年
度
の
途
中
で
他
市
町
村
か

ら
転
入
し
た
と
き

■
収
入
申
告
の
や
り
直
し
な
ど

で
所
得
段
階
の
区
分
が
変
更

　

7
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
る

給
与
所
得
控
除
の
最
低
額
が
引

き
上
げ
ら
れ
、
介
護
保
険
料
の

段
階
が
変
わ
る
65
歳
以
上
の
方

は
、
8
年
度
の
介
護
保
険
料
に

限
り
、
合
計
所
得
額
の
算
定
お

よ
び
住
民
税
課
税
・
非
課
税
の

判
定
に
お
い
て
控
除
が
従
前
と

同
様
と
な
る
よ
う
調
整
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
8
年
度
で
税
法
上

は
住
民
税
非
課
税
と
な
っ
て
も
、

介
護
保
険
料
の
算
定
に
限
り
住

民
税
課
税
と
み
な
す
場
合
が
あ

り
ま
す
。

に
な
っ
た
と
き

■
年
度
の
途
中
で
年
金
の
受
給

が
始
ま
っ
た
と
き

※
な
お
、
年
金
を
担
保
に
貸
し

付
け
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方

は
、
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
納
付
を

お
忘
れ
な
く
！

年額保険料 区分

20,520 円 第１段階

34,920 円 第２段階

49,320 円 第３段階

64,800 円 第４段階

72,000 円 第 5 段階
（基準額）

86,400 円 第 6 段階

93,600 円 第 7 段階

108,000 円 第 8 段階

122,400 円 第 9 段階

136,800 円 第 10 段階

151,200 円 第 11 段階

165,600 円 第 12 段階

172,800 円 第 13 段階

前年の合計所得金額が
120 万円未満

120 万円以上 210 万円未満

210 万円以上 320 万円未満

320 万円以上 420 万円未満

420 万円以上 520 万円未満

520 万円以上 620 万円未満

620 万円以上 720 万円未満

720 万円以上

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

 合計所得金額＋課税年金収入額
 ＝82万6,500円超え120万円以下

市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る（
本
人
）

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

65歳
以上の方へ

 合計所得金額＋課税年金収入額
 ＝ 82 万 6,500 円以下

老齢福祉年金を受給している
合計所得金額＋課税年金収入額
＝ 82 万 6,500 円以下 　

保
険
料
は
市
民
税
の
課
税
状
況
や
所
得
金
額
に
よ
っ
て
13
段
階

に
分
か
れ
ま
す
。次
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
介
護
保
険
料
は
？

納
め
る
方
法
は
？

特
例
措
置
が
あ
り
ま
す

特
別
徴
収

普
通
徴
収

減
免
は
あ
る
の
？

介
護
保
険
料
を

納
め
な
い
と
…

同
じ
世
帯
に
市
民
税
が
課
税

さ
れ
て
い
る
方
が
い
る

●
お
問
い
合
わ
せ

　
保
健
福
祉
部 

高
齢
福
祉
課　

 

　

82-

１
１
１
５

○
1
年
以
上
滞
納

　
通
常
１
割
（
一
定
の
所
得
が
あ

る
方
は
２
割
ま
た
は
３
割
）
が
自

己
負
担
と
な
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
利

用
時
の
費
用
を
、
い
っ
た
ん
10
割

全
額
自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
申
請
に
よ
り
認
め
ら
れ
た

場
合
は
、
保
険
給
付
分
で
あ
る
費

用
の
９
割
（
一
定
の
所
得
が
あ
る

方
は
８
割
ま
た
は
７
割
）
が
払
い

戻
さ
れ
ま
す
。

○
1
年
6
カ
月
以
上
滞
納

　

右
記
に
加
え
、
申
請
し
て
も

保
険
給
付
分
の
一
部
ま
た
は
全

額
が
一
時
的
に
差
し
止
め
と
な

り
ま
す
。

○
2
年
以
上
滞
納

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
自
己

負
担
が
３
割
（
一
定
の
所
得
が
あ

る
方
は
４
割
）
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
介
護
保
険
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
（
１
カ
月
の
自
己

負
担
額
が
一
定
を
超
え
た
場
合
に

申
請
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
費
用
）

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
不
安
な
く
受
け
る

た
め
に
、
介
護
保
険
料
を
忘
れ
ず

に
納
め
ま
し
ょ
う
。

居住費 食費
負担限度額
（日額） ユニット型個室 ユニット型

個室的多床室 従来型個室 多床室 施設
サービス

短期入所
サービス

第１段階 880円 550円 550円
（380円） 0円 300円 300円

第２段階 880円 550円 550円
（480円） 430円 390円 600円

第３段階① 1,370 円 1,370 円 1,370 円
（880円） 430円 680円 1,030 円

第３段階② 1,470 円 1,470 円 1,470 円
（980円）

430円
530円 1,420 円 1,360 円

問保健福祉部 高齢福祉課 82-1115

　介護保険施設に入所（入院）または短期入所し介護サービスを受けるにあたり、負担限度額認定申請を行
うことで、居住費（滞在費）と食費の負担額を、所得の状況に応じて減額します。　 
　現在交付されている負担限度額認定証の有効期限は 7 月 31 日（金）までです。8 月 1 日（土）以降も引
き続き減額を受ける場合は、改めて申請が必要です。なお、8 月から基準額が一部変更になります。

●申し込み　申請書と添付書類を高齢福祉課へ提出または郵送してください。
●申請に必要なもの　

・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書（申請書裏面）
・印鑑
・預貯金（普通・定期）の通帳、有価証券等のコピー
　①銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
　②提出日からさかのぼって２カ月分の記載ページ　　
※必ず記帳してからコピーしてください。
※本人と配偶者名義の全ての通帳について、
　残高の多少に関わらず、コピーが必要です。

●対象　次のすべての要件を満たす方
　　　　・本人と世帯全員が住民税非課税である
　　　　・配偶者が市民税非課税である（世帯を分離している場合も含む）
　　　　・負担段階に応じた資産の合計金額が下記の基準額である

※介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、（　）内の金額となります。
※第 3 段階②の多床室は、介護老人福祉施設（短期入所生活介護も含む）と、「療養型」「その他型」の介護

老人保健施設および「Ⅱ型」の介護医療院（いずれも８m2 ／人以上に限る。短期入所療養介護も含む）を
利用した場合は 530 円になります。それ以外の施設は 430 円です。

７月中に新しい介護保険負担割合証
（水色）を送付します。要介護（要支
援）認定者、介護予防・日常生活支
援総合事業に該当される方は必ず内
容をご確認ください。

・生活保護受給者 / 老齢福祉年金受給者（第 1 段階）　
　預貯金額が単身 1,000 万円以下・夫婦 2,000 万円以下
・年金収入額と合計所得金額の合計金額が 82.65 万円以下（第２段階）
　預貯金額が単身 650 万円以下・夫婦 1,650 万円以下
・年金収入額と合計所得金額の合計金額が 82.65 万円超 120 万円以下（第３段階①）
　預貯金額が単身 550 万円以下・夫婦 1,550 万円以下
・年金収入額と合計所得金額の合計金額が 120 万円超（第３段階②）
　預貯金額が単身 500 万円以下・夫婦 1,500 万円以下

介護保険負担限度額認定証更新のお知らせ

　

平
成
23
年
3
月
11
日
時
点
で

帰
還
困
難
区
域
・
旧
避
難
指
示
区

域
等
に
住
所
を
有
し
て
い
た
第
１

号
被
保
険
者
を
対
象
に
、
令
和
４

年
度
ま
で
介
護
保
険
料
お
よ
び
介

護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
を
全
額

減
免
し
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
５

年
度
か
ら
順
次
見
直
し
が
実
施
さ

れ
、
田
村
市
内
の
該
当
地
域
（
平

成
26
年
ま
で
に
解
除
さ
れ
た
地

域
）
に
住
所
を
有
し
て
い
た
方
の

介
護
保
険
料
の
減
免
措
置
は
令
和

６
年
度
か
ら
終
了
と
な
り
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
の
減
免
措

置
は
令
和
７
年
度
か
ら
終
了
と
な

り
ま
し
た
。

介護保険サービス利用の皆さまへ


